京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金
募　集　案　内

平成２２年４月１日

京田辺市産業振興課
京田辺市では、同志社大学連携型起業家育成施設（D-egg）に入居するための賃料について補助金を交付しています。

１　補助対象者

D-eggに入居する者で次の要件をすべて満たすものとします。
①大学又は研究機関と連携して起業又は新規事業の展開を図ろうとする法人又は個人であること。

②法人にあっては、資本の額又は出資の額が３億円以下であること、個人にあっては、D-egg入居時の研究開発に基づいて事業化に係る法人を設立する計画があること。

③市税等を滞納していないこと。

２　補助対象経費及び補助率
（１）補助対象経費
D-eggに入居するための賃料。ただし、敷金、賃貸借契約上の賃料に係る消費税及び地方消費税並びに入居者が別途負担する光熱水費は、含みません。
（２）補助金の額（１００円未満切り捨て）
①１月当たり３５０円／㎡

②１月当たり７５０円／㎡（次のア～ウの要件を満たす場合）

　ア.すでに京田辺市内に事業所を置いて事業を営んでいる者で、退去後も引き続き市内に事業所を置いて事業を計画しているもの

イ.D-eggへの入居をもって起業し、退去後も引き続き京田辺市内に事業所を置いて事業を計画しているもの

ウ.すでに市外に事業所を置いて事業を営んでいる者で、入居中又は退去後も引き続き京田辺市内に事業所を置いて事業を計画しているもの

（３）その他

○補助対象床面積は、１入居者について１００㎡を限度とします。

○賃貸借契約におけるD-eggの入居開始の日の属する月又は賃貸借契約終了日の属する月における入居期間が１月に満たないときの補助金の額は、日割計算による額とします。

　○補助金交付期間は３年間を限度とします。
３　補助金の返還

２（２）②に基づき交付を受けたものが、D-eggを退去後、京田辺市内に事業所を設置し事業を継続しない場合は、全交付期間分について、２（２）①で計算した額との差額を返還していただきます。
４　申請受付期間

　　交付申請の受付期限については、新規入居については入居日の翌月末、２年目以降は５月末を締切りとします。
　　
５　実績報告
　　交付決定を受けた入居者は、当該年度末までに実績報告書を提出してください。
６　提出書類

	入居者分類
	提出書類（申請時）
	提出書類（実績報告時）


	３５０円／㎡
で申請される

入居者
	①交付申請書（様式第１号）

②交付申請額内訳書（別紙）

③起業又は新規事業の展開を図ろうとする計画書

④D-eggに入居して行う事業の計画書

⑤D-egg賃貸借契約書の写し

⑥法人は、定款及び商業登記簿謄本。個人の場合にあっては、住民票又は外国人登録事項証明書

⑦個人は、法人設立計画書
⑧納税証明書
	①実績報告書（様式第５号）

②実績額内訳書（別紙）

③賃料の支払いを確認できる書類

	７５０円／㎡

で申請される

入居者
	同上のほか
①営業証明書（京田辺市発行のもの）
	



注１）提出書類は、D-egg事務局を通じて、市に提出してください。
注２）事業計画や入居期間の変更については、速やかに報告してください。
注３）申請書類は京田辺市ホームページ「KyotaNavi」からダウンロードできます。
７　問い合わせ先

　　　〒610-0393　京田辺市田辺80　京田辺市経済環境部産業振興課

℡:0774-64-1319 　FAX:0774-64-1359　mail:sangyo@kyotanabe.jp
ホームページ：http://www.kyotanabe.jp/category/5-0-0-0-0.html
様式第１号（第７条関係）
京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金
交付申請書
　　年　　月　　日
　　京田辺市長　　様
住所　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）
　　　年度において、京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金の交付を受けたいので、京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金交付要綱第７条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
記
１　入居施設　　　　

部屋番号　　　　　　　　　　総面積　　　　　　　　　㎡
２　交付申請額　　　金　　　　　　　　　　円（別紙内訳書のとおり）
３　対象期間　　　　年　　月　　日　　～　　　　年　　月　　日
４　添付書類
（１）　起業又は新規事業の展開を図ろうとする計画書

（２）　Ｄ－ｅｇｇに入居して行う事業の計画書

（３）　Ｄ－ｅｇｇ賃貸借契約書の写し

（４）　法人の場合にあっては、定款及び商業登記簿謄本。個人の場合にあっては、住民票又は外国人登録事項証明書

（５）　交付申請額内訳書（別紙）
（６）　納税証明書

（７）　個人にあっては、法人設立計画書

（８）　その他市長が必要と認めるもの
（別紙）

交　付　申　請　額　内　訳　書
	
	入居施設
	補助対象経費(賃料月額)
	補助金交付申請額

	４月
	号室

(㎡)
	円
	円

	５月
	
	
	

	６月
	
	
	

	７月
	
	
	

	８月
	
	
	

	９月
	
	
	

	10月
	
	
	

	11月
	
	
	

	12月
	
	
	

	１月
	
	
	

	２月
	
	
	

	３月
	
	
	

	合　　　　　　　計
	
	


様式第３号（第９条関係）
京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金
変更承認申請書
　　年　　月　　日
　　京田辺市長　　様
住所　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）
　　　年　　月　　日付け京産第　　号で交付決定を受けた京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金について、下記のとおり変更がありましたので、承認いただきますよう、京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。
記
１　変更の内容
	
	　　　　変　　　　更　　　　前　　　　
	　　　　変　　　　更　　　　後　　　　

	
	
	


２　変更の理由 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
様式第５号（第１０条関係）
京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金
実績報告書
　　年　　月　　日
　　京田辺市長　　様
住所　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）
　　　年　　月　　日付け京産第　　号で交付決定を受けた京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金について、京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金交付要綱第１０条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。
記
１　入居施設　　　　

部屋番号　　　　　　　　　　総面積　　　　　　　　　㎡
２　交付申請額　　　金　　　　　　　　　　円
３　実　績　額　　　金　　　　　　　　　　円（別紙内訳書のとおり）
４　対象期間　　　　年　　月　　日　　～　　　　年　　月　　日
５　添付書類
　（１）　賃料の支払を確認できる書類（既に提出済みの場合は不要）
　（２）　その他市長が必要と認めるもの
（別紙）

実　績　額　内　訳　書
	
	入居施設
	実績額(支払い済賃料月額)
	交付決定額

	４月
	号室

(㎡)
	円
	円

	５月
	
	
	

	６月
	
	
	

	７月
	
	
	

	８月
	
	
	

	９月
	
	
	

	10月
	
	
	

	11月
	
	
	

	12月
	
	
	

	１月
	
	
	

	２月
	
	
	

	３月
	
	
	

	合　　　　　　　計
	
	


様式第７号（第１２条関係）
京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金
交付請求書
　　年　　月　　日
　　京田辺市長　　様
住所　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）
　　　年　　月　　日付け京産第　　号で交付確定通知を受けた京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金について、京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金交付要綱第１２条第２項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり請求します。
記
１　交付請求額　　　金　　　　　　　　　　円（別紙内訳書のとおり）
２　対象期間　　　　年　　月　　日　　～　　　　年　　月　　日

３　振込先
	
	金　融　機　関　名
	預金種別
	口　座　番　号

	
	銀行・信用金庫

（　　　　　）支店・支所
	当座
普通
	

	
	ふりがな
口座名義
	

	
	
	


４　添付書類

　（１）　賃料の支払を確認できる書類（既に提出済みの場合は不要）
　（２）　その他市長が必要と認めるもの
（別紙）

交　付　請　求　額　内　訳　書
	
	補助金交付確定額
	既交付額
	今回請求額
	備考

	４月
	円
	円
	円
	

	５月
	
	
	
	

	６月
	
	
	
	

	７月
	
	
	
	

	８月
	
	
	
	

	９月
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	

	１月
	
	
	
	

	２月
	
	
	
	

	３月
	
	
	
	

	合　　　　　　　計
	
	
	



































